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年
四
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の
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に
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す
る
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史
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図
書
館
法
第
二
十
八
条
及
び
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
一
月
二
十
四
日
付
の
北
國
新
聞
記
事
（
以
下
「
記
事
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
と
、
金
沢
文
芸
館
が
発
行
す
る
年
間
観
覧

券
ま
た
は
金
沢
市
が
発
行
す
る
市
文
化
施
設
共
通
観
覧
券
の
購
入
者
に
対
し
、
同
文
芸
館
が
蔵
書
を
貸
し
出
す
行
為
に
つ
き
著

作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
四
項
の
「
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
複
製
物
の
貸
与

を
受
け
る
者
か
ら
料
金
を
受
け
な
い
場
合
」
の
要
件
に
該
当
せ
ず
、
著
作
権
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
為
さ
れ

た
こ
と
を
受
け
原
則
と
し
て
蔵
書
の
貸
し
出
し
を
中
止
す
る
旨
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
旧
法
附
則
第
四
条
の
廃
止
を

含
む
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
審
議
に
際

し
、
平
成
十
六
年
五
月
十
三
日
に
質
問
主
意
書
（
第
百
五
十
九
国
会
質
問
第
九
六
号
。
以
下
「
先
の
質
問
」
と
い
う
。
）
を
提

出
し
た
こ
と
を
念
頭
に
以
下
質
問
す
る
。

一

附
則
第
四
条
の
廃
止
に
伴
い
、
先
の
質
問
に
対
す
る
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
五
九
第
九
六
号
。
以
下
「
先
の
答
弁
」

と
い
う
。
）
で
は
、
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
十
八
条
に
お
い
て
定
め
る
「
対
価
」
に
つ
き

「
書
籍
又
は
雑
誌
の
貸
与
に
対
す
る
対
価
と
い
う
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
一
般
的
な
運
営
費
や

維
持
費
に
充
て
る
た
め
の
利
用
料
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
の
で
あ
れ
ば
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
「
料
金
」
に
は

一



該
当
し
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
回
、
こ
の
よ
う
な
事
例
が
発
生
し
た
背
景
に
は
先
の
答
弁
に
お
い
て
示

さ
れ
た
政
府
見
解
が
図
書
館
法
第
二
条
第
二
項
に
い
う
「
私
立
図
書
館
」
も
し
く
は
第
二
十
九
条
の
「
図
書
館
と
同
種
の
施

設
」
に
該
当
し
得
る
施
設
（
以
下
「
当
該
施
設
」
と
い
う
。
）
の
現
場
に
お
い
て
周
知
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
背
景
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
き
政
府
の
見
解
を
問
う
。

二

記
事
で
は
、
社
団
法
人
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
が
金
沢
文
芸
館
に
よ
る
蔵
書
の
貸
し

出
し
に
つ
い
て
、
同
館
の
入
館
料
は
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
「
料
金
」
に
該
当
し
「
収
益
目
的
で
な
く
て
も
料
金

を
徴
収
し
な
が
ら
本
を
貸
し
出
す
こ
と
は
著
作
権
を
侵
害
す
る
可
能
性
が
高
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、

セ
ン
タ
ー
の
見
解
は
先
の
答
弁
と
相
違
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
質
問
す
る
。

�
）

文
化
庁
は
改
正
法
の
施
行
か
ら
記
事
掲
載
ま
で
の
間
に
、
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
先
の
答
弁
に
お
い
て
示
し
た
法
解
釈

に
つ
き
伝
達
し
て
い
る
の
か
。
伝
達
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

�
）

文
化
庁
と
セ
ン
タ
ー
の
間
で
こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
先
の
答
弁
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法

解
釈
が
周
知
さ
れ
て
お
ら
ず
当
該
施
設
の
実
務
に
支
障
を
き
た
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
の
か
。

二



三

附
則
第
四
条
の
廃
止
に
伴
い
こ
う
し
た
混
乱
が
実
際
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
答
弁
の
み
で
は
当
該
施
設
に
お
け

る
実
務
を
担
保
す
る
も
の
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
の
著
作
権
法
改
正
に

当
た
っ
て
は
著
作
権
法
第
三
十
八
条
第
四
項
の
「
料
金
」
に
図
書
館
法
第
二
十
八
条
の
「
対
価
」
が
含
ま
れ
る
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
旨
を
条
文
に
お
い
て
明
記
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

先
の
答
弁
で
は
、
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
が
一
部
店
舗
で
実
施
し
て
い
る
子
ど
も
図
書
館
に
代
表
さ
れ
る
形
態
の
事
業
は
貸
与

の
有
償
・
無
償
に
関
わ
ら
ず
違
法
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
改
正
法
の
施
行
後
、
文
化
庁
か
ら
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
に

対
し
て
子
ど
も
図
書
館
事
業
の
中
止
ま
た
は
権
利
処
理
手
続
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
事
実
は
存
在
す
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


